
福祉部

運営方針

【重点施策】 【めざす方向】

生活困窮者などへの支援の推進 ⇒

　生活困窮者等からの相談を受け止め、困窮の
現状や至った原因の把握に努めるとともに、関
係機関・関係団体との連携や各種支援制度の情
報収集・情報提供等を行うことにより、個々の
ケースのニーズに応じた支援を行います。

手話言語の普及啓発 ⇒

　手話がかけがえのない言語であるとの認識の
もと、手話やろう者への理解を深め、手話の普
及啓発を図ります。
　身体障がい者福祉会聴言部会などの関係各団
体と随時意見交換会を実施し、その意見等を踏
まえた上で、広報紙への特集記事や関連記事の
随時掲載、パンフレット・チラシの作成を行い
ます。

待機児童対策の推進 ⇒

　民間保育所等の施設整備による保育定員の拡
充を図ります。
　潜在保育士の活用や保育業務のＩＣＴ化によ
り働きやすい環境整備を行うことで保育士確保
や定着につなげ、児童の受け入れを促進しま
す。

子ども家庭総合支援拠点事業の推進 ⇒

　要保護児童対策地域協議会及びあいっくを中
心として、ゆめっく（子育て世代包括支援Ｃ）
や教育委員会、学校等と連携し、妊娠期から18
歳までの子どもとその家庭の包括的・継続的な
支援を推進していきます。
　社会福祉協議会や主任児童委員等地域の支援
者との連携を強化し、地域で子育てを支援する
基盤整備を推進します。
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社会保障制度の健全で適正な運営と子育て支援の推進
　市民が安定・安心した生活を維持することができるよう、生活保護制度や生活困窮者自立支援
制度などの社会保障制度の健全で適正な運営に取り組みます。障がい者が安心して暮らし続けて
いくために、医療・介護・福祉関係者をはじめ地域との連携による支え合いの体制づくりに取り
組みます。
　また、一人ひとりの子どもが健やかに成長できるよう、多くの子育て支援者や事業者とつなが
りを築き、子育て家庭が孤立することのないよう地域全体で支え合う環境づくりに取り組んでい
きます。


